
 

 

 

 

下記の項目に該当される場合は届出期間内に手続きをお願いします。※裏面もご覧ください。 

№ 項  目  必 要 書 類 届出期間 担当グループ 

1 国民健康保険 

国民健康保険被保険者証を

お返しください。 

葬祭費の申請をしてくださ

い。 

国民健康保険被保険者証 

亡くなった方のマイナンバーのわかるもの 

口座番号(葬儀をされた方の名義) 

顔写真付きの身分証明書 

速やかにお届

けください。 

（１４日以内

を目安） 

※ 葬 祭 費 の 

時効は２年で

す。 

市民窓口ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

１階５番 

2 国民年金 

※厚生年金の受給者は年金

事務所にお問い合わせく

ださい 

《連絡先》℡ 21―2110 

年金手帳または基礎年金番号通

知書（加入者） 

年金証書（受給者） 

顔写真付きの身分証明書 

速やかにお届

けください。 

市民窓口ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

１階６番 

3 
後期高齢者 

医療制度 

後期高齢者医療被保険者証

をお返しください。 

葬祭費の申請をしてくださ

い。 

後期高齢者医療被保険者証 

口座番号(葬儀をされた方の名義) 

顔写真付きの身分証明書 

速やかにお届

けください。

※ 葬 祭 費 の 

時効は２年で

す。 

市民窓口ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

１階４番 

4 

子ども医療 

母子家庭等医療 

障害者医療 

精神障害者医療 

後期高齢者福祉医療 

医療費受給者証をお返しく

ださい。 

医療費受給者証 

顔写真付きの身分証明書 

速やかにお届

けください。 

市民窓口ｸﾞﾙｰﾌﾟ

１階４番 

5 市県民税 

納税義務者が亡くなられた

場合、減免の対象になる場

合があります。 

 

事由発生後速

やかにお届け

ください。 

税務ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

１階８番 

6 固定資産税 

市内に固定資産をお持ちの

場合は、窓口までお越しく

ださい。 

 

事由発生後速

やかにお届け

ください。 

税務ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

１階８番 

7 軽自動車税 
原付や軽自動車の登録内容

の変更手続きが必要です。 
 

所有者変更後

速やかにお届

けください。 

税務ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

１階８番 

8 納税 

税金の通知書等の送付先、

口座振替の停止の手続が必

要です。 

 

事由発生後速

やかにお届け

ください。 

税務ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

１階８番 

9 水道 

所有者、使用者及び口座名

義が変更となる場合は、ご

連絡ください。 

印鑑（口座名義を変更される場

合は、金融機関への届出印） 

速やかにお届

けください。 

上下水道ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

２階２３番 

10 
農業基本台帳 

農地相続届 

農業者の方が亡くなられた

場合は、農地を相続後に「農

地相続届」をご提出くださ

い。 

印鑑 

土地の登記簿謄本又は遺産分割

協議書の写しを添付してください 

相続登記後に

お届けくださ

い。 

経済環境ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

１階７番 

11 

高浜市営墓地 

（高浜南霊苑・ 

高浜東霊苑・ 

高浜第２東霊苑） 

承継届の手続きをしてくだ

さい。 

死亡が記載された戸籍謄本又は

死亡届の写し 

現使用者と承継者の関係がわか

る戸籍謄本 

速やかにお届

けください。 

経済環境ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

１階７番 

12 町内会 

町内会加入世帯の方で、世

帯主を変更される場合、別

紙「町内会会員世帯主変更

届」にご記入ください。 

町内会会員世帯主変更届 
速やかにお届

けください。 

総合政策ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

２階２９番 

または 

各町内会の理事 

死亡届出後のその他手続き 
高浜市役所 

〒444-1398 愛知県高浜市青木町四丁目１番地２ ℡0566（52）1111

㈹ 



 

№ 項  目  必 要 書 類 届出期間 担当グループ 

13 市営住宅 

退去、継承、または異動

の手続きをしてくださ

い。 

都市計画グループ窓口で 

必要な書類をお伝えします。 

退去：要相談 

継承：３０日以

内にお届けくだ

さい。 

異動：２０日以

内にお届けくだ

さい。 

都市計画ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

２階２４番 

14 
 
児童手当 

児童手当の受給者(保護

者)又は高校３年生相当

の年齢までの方が亡くな

られた場合は、ご連絡く

ださい。 

（受給者が亡くなられた場

合） 

新規申請者名義の口座がわ

かるもの、新規申請者の健康

保険証・身分証明書、第１子

児童名義の口座がわかるも

の 

１５日以内にお

届けください。 

こども育成 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

いきいき広場３階 

15 介護保険 

介護保険被保険者証を返

却し、保険料の還付等の

手続をしてください。 

介護保険被保険者証 

口座番号（相続人代表の方の

名義）  

１４日以内にお

届けください。 

介護障がい 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

いきいき広場２階 
16 

各種障がい者手当 

（身体障害者手帳 

、療育手帳、精神

障害者保健福祉手

帳を所有） 

身体障害者手帳・療育手

帳・精神障害者保健福祉

手帳所持者が亡くなられ

た場合は、ご連絡くださ

い。 

身体障害者手帳・療育手帳 

精神障害者保健福祉手帳 

印鑑 

１４日以内にお

届けください。 

17 
児童扶養手当 

遺児手当 

母子･父子家庭の方で児

童扶養手当・遺児手当の

受給者が亡くなられた場

合は、ご連絡ください。 

 
１４日以内にお

届けください。 

介護障がい 

グループ 

いきいき広場２階 

18 
高齢者在宅福祉 

サービス 

高齢者在宅福祉サービス

（配食サービス・緊急通

報装置・徘徊探知機など）

の利用者が亡くなられた

場合は、いきいき広場（福

祉まるごと相談グルー

プ）へご連絡ください。 

利用サービスごとに必要と

なる持ち物が異なりますの

で、事前にお問い合わせくだ

さい。 

速やかに（おお

むね１４日以

内、配食サービ

スについては配

達予定日前日ま

でに）お届けく

ださい。 

福祉まるごと 

相談ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

いきいき広場２階 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｒ5.8改定 

＜その他＞ 

土地および建物の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続登記の手続きが必要です。 

  詳しくは法務局へお問合せください。（法務局への相談は予約制です。） 

    問合せ先 

      名古屋法務局刈谷支局 （刈谷合同庁舎内４階） 

         住 所：刈谷市若松町一丁目４６番地１  

         連絡先：℡ ０５６６－２１－００８６ 

 

いきいき広場 

〒444-1334 愛知県高浜市春日町五丁目１６５番地              

【2 階】介護障がいグループ・福祉まるごと相談グループ ℡0566（52）9871 

【3 階】こども育成グループ              ℡0566（52）1111 


